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Ⅰ 文書館の概要

１ 設置の目的

福井県文書館は、県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録

を収集し、保存し、県民の利用に供するとともに、これに関連する調査、研究等を行い、

もって学術の振興および文化の向上に寄与するために設置する施設である。この設置目

的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（１）文書等の収集、整理および保存

（２）文書等の閲覧の実施

（３）文書等に関する調査および研究

（４）文書等に関する知識の普及および啓発

（５）その他、文書館の設置の目的にふさわしい業務

２ 建設の経緯

平成７年度 「福井県立公文書館（仮称）基本計画」策定（平成８年３月）

平成８年度 福井県立図書館との併設を決定

平成９年度 福井県立図書館・福井県立公文書館（仮称）基本設計

埋蔵文化財試掘調査

平成１０年度 福井県立図書館・福井県立公文書館（仮称）実施設計

埋蔵文化財発掘調査

平成１１年度 埋蔵文化財発掘調査

土地造成着工

平成１２年度 土地造成完了

用地取得

起工式（平成１２年１１月）

平成１３年度 福井県立公文書館（仮称）を福井県文書館とする

平成１４年度 建物本体工事完成（平成１４年８月）

外構工事完成（平成１４年１１月）

開館（平成１５年２月１日）

－ １ －



３ 施設の概要

設置場所 福井市下馬町５１－１１

敷地面積 ７０，２４６㎡

施設形態 福井県立図書館との併設

施設規模 延床面積 １８，４３６㎡（文書館３，１１９㎡ 図書館１５，３１７㎡）

建物構造 鉄骨造および鉄筋コンクリート造

地上２階（図書館書庫地上５階）、地下１階

主な施設

階 部屋名 面積（㎡） 主な使用目的

１ 閲 覧 室 １１３ 利用者が文書等の閲覧を行う

１ 研 修 室 ８２ 古文書読解講座などの講座を開催

１ 事 務 室

２０２

文書館職員の執務室

１ 館 長 室 館長の執務室

１ 調 査 研 究 室 収集した公文書、古文書などの整理、補修、
目録作成

１ 荷 解 室 ６６ 収集した公文書、古文書などの梱包を解く

１ く ん 蒸 室 ２３ 収集した公文書、古文書などの殺虫、殺カ
ビを行う

１ 撮 影 室 ５７ 収集した公文書、古文書などの撮影、デジ
タル画像化を行う

１ 第 １ 書 庫
４９８

歴史的公文書を保存する

１ 第 ４ 書 庫 古文書複製本を保存する

２ 第 ２ 書 庫
５３６

歴史的公文書を保存する

２ 第 ３ 書 庫 行政資料を保存する

２ 一般書庫（フィルム庫） ６８ マイクロフィルム等を保存する

２ 貴 重 書 庫 １７８ 収集した古文書原本を保存する

便所、廊下、機械室等 １，２９６

合 計 ３，１１９

－ ２ －



Ⅱ 平成２０年度事業の概要

１ 組 織（平成２０．４．１現在）

館 長 管理室長 （管理部門）行政職３名 （うち１名図書館より併任）

アルバイト１名

（業務部門）行政職３名（元教員職）

嘱託職員６名

アルバイト１名

２ 平成２０年度の主な事業内容

（１）一般管理運営

ア 文書館運営懇話会

文書館の利用推進を図るにあたり、デジタル歴史情報の提供、各種講座、講演会

等文書館の歴史的資料の利用に関する施策を効果的に実施するため、県民から幅広

い意見を聴取することを目的とする。

福井県文書館運営懇話会委員（平成２０．４．１現在）

分 野 氏 名

学 校 関 係 小谷 正典

市町村関係 釣部由紀子

一 般 杉田 晃一

〃 田原 健子

〃 築山 桂

〃 中島 辰男

（図書館より併任）

－ ３ －



福井県文書館運営懇話会

第１回

日 時 平成２０年１０月１６日（木）１３：３０～１６：００

場 所 福井県立図書館 大会議室

内 容 ・文書館の閲覧利用、普及啓発について

第２回

日 時 平成２１年３月６日（金）１３：３０～１５：２０

場 所 福井県立図書館 大会議室

内 容 ・文書館の閲覧利用、普及啓発について

イ 収集資料のくん蒸業務

くん蒸方式 回数 実施月日 使用薬剤 業務形態

くん蒸車によるくん蒸 １回 平成２０年７月２４日（木）
～８月１日（金） アイオガード 委託

くん蒸庫によるくん蒸 ４回 随時 アイオガード 委託

－ ４ －



 

ウ 文書館情報システム

福井県文書館では、収蔵する歴史的価値のある公文書や古文書等の目録に加え、

『福井県史』通史編をはじめとする県の歴史資料に関する情報、講座・講演会、出

版物などの情報をホームページで提供している。

福井県文書館情報システムの機能

収蔵資料管理システム

公文書管理
選別・収集支援
目録作成
簿冊目録

件名目録

保存管理（補修・くん蒸・配架）
利用管理（審査、利用制限理由）
複製管理（マイクロフィルム・複製本・画像）

統計作成（利用統計を含む）

古文書管理
寄贈・寄託管理
目録作成
資料群目録情報

資料目録

保存管理（補修・くん蒸・配架）
利用管理（審査、利用制限理由）
複製管理（マイクロフィルム・複製本・画像）

統計作成（利用統計を含む）

行政資料管理

目録作成

館内利用システム

公文書等目録検索
全文検索（デジタル歴史情報）

閲覧申請書・複写申請書作成
新聞画像（TIFF）閲覧

インターネット利用

一般利用者向け検索

ホームページの運営
利用案内

展示・講座など案内

「デジタル歴史情報」提供

自宅から どこからでも

－ ５ －



（２）調査研究事業

ア 記録資料アドバイザーの設置

文書館が実施する事業の的確な実現を図るため設置する。

記録資料アドバイザー名簿（平成２０．４．１現在）

第１回アドバイザー会議

日 時 平成２０年６月１４日（土）１３：３０～１７：００

場 所 福井県立図書館 大会議室

内 容 ・平成１９年度 事業実績について

・平成２０年度 事業計画について

・今後の５か年のあり方について

第２回アドバイザー会議

日 時 平成２０年１２月２０日（土）１３：３０～１６：３０

場 所 福井県立図書館大会議室

内 容 ・平成２０年度 事業実績について

・平成２１年度 事業計画について

・今後の５か年のあり方について（進捗状況）

・その他

分 野 現 職 氏 名

原始・古代 奈良女子大学教授 舘野 和己

中 世 福井大学教授 松浦 義則

近 世 京都大学大学院文学研究科教授
大学文書館教授 藤井 讓治

近 現 代 福井大学教授 木村 亮

－ ６ －



イ 資料調査員の設置

福井県内に存在する歴史資料として重要な歴史的公文書や古文書、その他の記録

資料の円滑な収集を行うため設置する。

資料調査員名簿（平成２０．４．１現在）

ウ 『福井県文書館研究紀要 第６号』の発刊

目次

福井県文書館講演

中世越前の諸地域について 松 浦 義 則

論 文

戦後福井県大野織物産地における一系列企業の発展と衰退

木 村 亮

研究ノート

河川台帳平面図について 平 野 俊 幸

学校教育との連携について 坪 川 敏 幸・島 田 芳 秀

月替え収蔵資料展示の実践とその課題

柳 沢 芙美子・熊 野 路 子

地区名 現 職 氏 名

福 井 坂 井

福井工業大学講師 藤野 立恵

福井市文化財保護委員会委員 舟澤 茂樹

元丸岡町立図書館長 松原 信之

元福井県文書館嘱託職員 本川 幹男

奥 越

大野市史編さん室長 加藤 守男

勝山市文化財保護委員長 増田 公輔

羽水高等学校教頭 山田 雄造

丹 南

越前市教育委員会嘱託職員 真柄 甚松

元朝日町誌編さん委員 山本 孝衛

元県史編さん調査執筆員 吉田 叡

嶺 南
小浜市立図書館長 杉本 泰俊

福井県高校教育課長 中島 嘉文

－ ７ －



（３）収集保存事業

ア 収蔵資料数（平成２１．３．３１現在）

イ 古文書関係

調査・撮影 デジタルカラー撮影

寄贈・寄託文書

所蔵文書等 目録の公開状況 公開率

公 文 書（冊） ３５，８３６ ８，８７４ ２５％

古 文 書（点） ２５０，４６５ １５５，５３５ ６２％

行政刊行物・図書等（冊） １８，５７４ １８，１２８ ９８％

計 ３３４，８７５ １８２，５３７ ５５％

資料群番号 資 料 群 名 出 所 資料群の性格 点数 備 考

Ａ００５２ 加藤竹雄家 吉田郡二日市村 庄屋文書 ４４９ 整理継続中

Ａ０１５３ 福井県立歴史博物館 ― 自郷学舎関係（企画展示） ３

Ａ０１４３ 松平文庫 ― 朝倉家十七ケ条など（企
画展示） ２

Ａ０１４５ 福井県立図書館 ― 解体新書など（企画展示） ５

Ｃ０００５ 坪田仁兵衛家 坂井郡大牧村 大庄屋・県会議員・衆議院議員、和書 ９４２ 整理継続中

Ｇ００１３ 飯田忠光家 今立郡西角間村 庄屋文書 ９６ 追加撮影

Ｇ００２４ 飯田広助家 今立郡東俣村 大庄屋・戸長役場・地主経営関係 １３６１ 整理継続中

Ｅ０１２２ 樫尾吉右衛門家 南条郡松森村 武生近郊用水関係資料 １

Ｘ０１４４ 長谷川保敏家 ― 旧勝山藩士、大日本帝国
憲法（企画展示） １

Ｘ０１４７ 日本学士院 ― 適々斎塾姓名録
（企画展示） １

合計 １０資料群 ２，８６１点

資料群番号 資 料 群 名 出 所 資料群の性格 点数 備 考

Ａ０１６９ 松田三左衛門家 丹生郡南菅生浦 庄屋・戸長役場文書 ３，１１７ 寄贈

Ａ０１７１ 宮永節哉家 ― 福井農林学校、福井中学
校等で使用された教科書 １５ 寄贈

Ｈ００６２ 加藤毅家 南条郡今庄町 内閣情報局編『週報』、『傷痍軍人読本』 ４４９ 寄贈

Ｊ０１２７ 滝本嘉博家 大野郡野向村
竜谷

日中戦争従軍関係資料・
日記ほか ６８ 寄贈

合計 ４資料群 ３，６４９点

－ ８ －



ウ 歴史的公文書収集状況

平成２０年度 廃棄対象文書および歴史的公文書収集結果一覧

部 局
廃棄対象

文書数

保存年限別収集文書数
収集数

２０年 １５年 １０年 ５年 ３年 １年

総 務 部 ２，２６７ １８ ５ ３９ ３３６ ５６ １１ ４６５

総 合 政 策 部 ４４１ ２２ ０ １９ １０９ １６ １ １６７

安 全 環 境 部 １，２１３ １８ ０ ８５ １２９ ５１ ３ ２８６

健 康 福 祉 部 ２，３１０ ２０ ０ ２９ １４６ ３９ １ ２３５

産 業 労 働 部 １，１３８ ３２ ０ １９ １２６ ３０ ２ ２０９

農 林 水 産 部 ２，６５４ ２４３ ３ ２０７ ２９７ ５６ ３ ８０９

土 木 部 １，７３７ ４０ ０ ６２ １８０ ５９ ５ ３４６

会 計 局 １９２ ０ ０ ６ ２ ５ ０ １３

知 事 部 局 計 １１，９５２ ３９３ ８ ４６６ １，３２５ ３１２ ２６ ２，５３０

企 業 局 ４２６ １６ ０ ７ ２４ １ ０ ４８

教 育 庁 １，５５９ １２ ０ ４２ ８９ ２７ ２ １７２

選挙管理委員会
事務局 １８ ０ ０ １ ２ １５ ０ １８

監 査 委 員
事務局 １０４ ０ ０ ０ ０ ３９ ０ ３９

人 事 委 員 会
事務局 ９３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

労 働 委 員 会
事務局 ５６ ０ ０ ０ ２ ８ １ １１

行政委員会計 ２７１ ０ ０ １ ４ ６２ １ ６８

総 計 １４，２０８ ４２１ ８ ５１６ １，４４２ ４０２ ２９ ２，８１８

（単位：冊）

－ ９ －



（４）閲覧利用事業

ア 月別文書館利用者数

平成２０年度月別文書館利用者数

月 開館
日数

利 用
（入 場）
者 数
（人）

１ 日
あたり
利用者数
（人／日）

利 用
カード
作成者数
（人）

閲 覧
申 込
者 数
（人）

閲覧申込点数（点） １日あたり
閲覧申込
点 数
（点／日）

ホ ー ム
ペ ー ジ
アクセス
件数（件）

１日平均
アクセス
件 数
（件／日）総数 歴史的

公文書 古文書
行 政
刊行物

新 聞
記 事 県報 その他

４ ２５ ８３６ ３３．４ ３ １２ ８７ ０ ７３ １ １０ ０ ３ ３．５ ８４，３１１ ２，８１０

５ ２６ ９３６ ３６．０ ９ １９ ７７６ １ ７５７ ８ ９ ０ １ ２９．８ ９３，４９０ ３，０１６

６ ２４ ６００ ２５．０ ４ ２７ ４９１ ０ ４０９ ４０ ３９ ０ ３ ２０．５ ８１，４７８ ２，７１６

７ ２６ ８６４ ３３．２ １９ ３８ ５２７ ０ ４０６ ９ ６０ １ ５１ ２０．３ ８５，７３２ ２，７６６

８ ２６ １，３２８ ５１．１ ２９ ４４ ８８８ ０ ８０１ ５０ ３２ ０ ６ ３４．２ １０６，９３９ ３，４５０

９ ２３ ８５６ ３７．２ １３ ２２ ２０２ ０ １８１ １ １８ ０ ２ ８．８ ６０，５３５ ２，０１８

１０ ２６ ８８８ ３４．２ １８ ２６ ６１８ ０ ５５７ １１ ４８ ０ ２ ２３．８ ８７，８０５ ２，８３２

１１ ２５ １，１８１ ４７．２ １５ ２９ ４７６ １ ４３０ ３ ４２ ０ ０ １９．０ ７５，３２５ ２，５１１

１２ ２３ ６５２ ２８．３ ８ １９ ７３３ ０ ７３２ １ ０ ０ ０ ３１．９ ７９，６２７ ２，５６９

１ ２３ ７２４ ３１．５ ９ ３４ ４２５ ０ ２７７ １６ １００ ０ ３２ １８．５ １００，３７２ ３，２３８

２ ２２ １，３８０ ６２．７ １５ ３７ １，６７８ ０ １，５６４ ９３ １７ ０ ４ ７６．３ ８６，４５０ ３，０８８

３ ２５ １，２０６ ４８．２ ８ ３３ ６９２ ０ ５７７ １８ ５７ ４ ３６ ２７．７ ８８，７５２ ２，８６３

計 ２９４ １１，４５１ ３８．９ １５０ ３４０ ７，５９３ ２ ６，７６４ ２５１ ４３２ ５ １４０ ２５．８１，０３０，８１６ ２，８２４

平 成
１４年度

４６ ２，５９７ ５６．５ １３６ ７８ ４７６ ２ ３５０ １９ １０４ １ ０ １０．３ （不明） （不明）

平 成
１５年度

２９４ ５，４１７ １８．４ ３００ ４０６１１，７４２ ３５ ７，１６３ ７１１２，３３５１，１２３ ３７５ ３９．９ ７３７，１６０ ２，０１４

平 成
１６年度

２９２ ７，２４２ ２４．８ ２０８ ５４０ ７，０４５ ５５ ５，８０６ １８０ ６０１ ２３３ １８３ ２４．１ ７３３，７５９ ２，０１０

平 成
１７年度

２９２ ９，７０３ ３３．２ ２５７ ４５８１３，８１９ ８０１２，６２２ １３８ ７１６ ８４ １１０ ４７．３ ８１０，０６７ ２，２１９

平 成
１８年度

２９７ ９，８８０ ３３．２ １４７ ３２２ ７，５９５ ３９３ ４，４０５ １４４１，９３１ ６７０ ５２ ２５．６１，１４７，３０７ ３，１４３

平 成
１９年度

２９６１１，０４６ ３７．３ ２４３ ４７６ ８，０７３ １８ ６，４３６ ３５４ ９５３ ７０ ２４３ ２７．３１，０８６，８６３ ２，９７０
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イ 文書等の貸与・複製・転載

機関名等 フィルム等 貸与・複製 数 量 備 考

福井県立若狭歴史民
俗資料館 写真フィルム 貸与 １４点 調査研究事業のため

株式会社北陸銀行福
井支店 写真パネル等 貸与 ５０点 歴史的文化振興に関わる事業

（ロビー展）

早稲田大学高等研究所
神津武男

写真
デジタル画像 貸与 ８点 浄瑠璃本諸本研究の基礎資料

とするため

東京大学史料編纂所
金子 拓

写真
デジタル画像 貸与 ７点

２００７～２００９年度科学研究費補
助金研究における研究参照の
ため

福井県立若狭歴史民
俗資料館 写真フィルム 貸与 ７点 調査研究事業のため

小松市立図書館市史
編纂室 古文書 掲載 １点 『新修小松市史』に掲載

福井市教育委員会文
化財保護センター 古文書 掲載 ２点 『旧蓑輪家住宅移築復原工事

報告書』に掲載

大野市教育委員会
本願清水イトヨの里館長

古文書
デジタル画像 掲載 １点

企画展「懐かしの本願清水～
思い出のおすそわけ～」で展
示パネルに掲載

昭和館 写真
デジタル画像 掲載 ２点

昭和館巡回特別企画展「語り
伝えたい戦中・戦後の暮ら
し」で展示パネルに掲載

太田市教育委員会 古文書
デジタル画像 掲載 １点 第２１回三くだり半企画展図録

に掲載

昭和館 写真
デジタル画像 掲載 ２点

昭和館巡回特別企画展「語り
伝えたい戦中・戦後の暮ら
し」で展示パネルに掲載

社団法人家の光協会 写真
デジタル画像 掲載 １点 月刊誌『家の光』２００８年１１月

号に掲載

福井県国民健康保険
団体連合会

写真
デジタル画像 掲載 ２点 国民健康保険の歴史パネルに

掲載

朝日新聞福井総局 写真
デジタル画像 掲載 １点 『朝日新聞』福井県版（週刊

まちぶら）に掲載

国京克己 写真
デジタル画像 掲載 １点

『福井県指定文化財剱神社本
殿・同摂社織田神社本殿修理
工事報告書』に掲載

福井県環境政策課 写真
デジタル画像 掲載 １点 福井県環境教育用教材に掲載

福井県雪対策・建設
技術研究所

写真
デジタル画像 掲載 １点

土木学会・地盤工学会・日本
木材学会発表論文および研究
報告書に掲載

福井県立歴史博物館 写真 展示 ２０点 特別展「昭和大博覧会」の展
示資料

福井県立図書館 ブロマイド、
パンフレット 展示 ８点 企画展「津村節子とふるさと

福井」の展示資料

福井テレビ 写真
デジタル画像 放映 ２８点

座・タイムリーふくいスペシ
ャル ふくい昭和の証言第１５
話にて放映
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ウ 古文書複製本公開許諾依頼結果

公開許諾済

市町村等 資料群番号 資 料 群 名 点 数

Ａ０５０２ 高田富家 １２
福 井 市 Ｄ００６０ 広善寺 １３

Ｄ００７０ 廣島一良家 ２

坂 井 市
Ｃ００８４ 随応寺区有 １０２
Ｃ０１１９ 三上傳兵衛家 ６２

越 前 町

Ｄ００１９ 久守孫右衛門家 ６７
Ｄ００２８ 宮本伝治郎家 １
Ｄ００４７ 佐藤徳次郎家 １９０
Ｄ００５１ 養泉寺 ７
Ｄ００５３ 仲瀬武雄家 １
Ｄ００５４ 高島長兵衛家 １７４
Ｄ００５５ 両林家 ５７４
Ｄ００６５ 西応寺 ４９２
Ｅ０００６ 服部孫右衛門家 ４０９
Ｅ０００８ 山岸長三郎家 ９１

越 前 市 Ｅ００１０ 畠山重左衛門家 １０７
Ｅ００１１ 宇野名左衛門家 ５３７
Ｅ００９８ 増田新左衛門家 ２１

大 野 市
Ｉ００１０ 布川源兵衛家 ５０９
Ｉ００１６ 友江区有 １０４

敦 賀 市 Ｍ０５３６ 中山正弥家 １，５２１
合 計 ２１資料群 ４，９９６点
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（５）普及啓発事業

ア 講座・講演会等の開催

上半期古文書入門講座（３回シリーズ）
本当にはじめて古文書を読んでみたい方のための
入門講座

会場：文書館研修室

実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２０年５月２４日（土） １３：３０～１５：３０ ３０名 文書館職員

平成２０年５月３１日（土） １３：３０～１５：３０ ３２名 文書館職員

平成２０年６月７日（土） １３：３０～１５：３０ ３１名 文書館職員

古文書読解講座 会場：文書館研修室
実施年月日 時間帯 参加者 講 師

毎月第４金曜日 １３：３０～１５：３０ のべ１６７名 参加者による輪読
職員１～２名参加

資料保存研修会
破れや虫損の繕い、こより作りや綴じなど簡単な
補修の仕方について学ぶ

会場：文書館研修室

実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２０年６月１１日（水） １３：３０～１５：３０ ３１名 金山正子氏
（（財）元興寺文化財研究所主任研究員）

資料紹介講座（館員による解説）
企画展示資料の紹介と解説を実施 会場：文書館閲覧室

実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２０年５月３日（土・祝） １１：００～１１：３０
１４：００～１４：３０ ２４名 文書館職員

平成２０年５月１８日（日） １１：００～１１：３０
１４：００～１４：３０ ２０名 文書館職員

平成２０年８月９日（土） １１：００～１１：３０
１４：００～１４：３０ ２１名 文書館職員

文書館講演会
「教材で使う史料 学んでほしい史料」 会場：県立図書館多目的ホール

実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２０年８月３１日（日） １３：３０～１５：３０ ４６名 青木美智男氏
（専修大学大学史資料室）

県史講座 「三くだり半の世界」 会場：県立図書館多目的ホール
実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２０年９月１５日（月・祝） １３：３０～１５：３０ １０５名 高木 侃氏
（専修大学教授）
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イ 閲覧室展示

① 収蔵資料展示

もう一度古文書入門講座（３回シリーズ）
５月２４日・３１日・６月７日と同内容 会場：文書館研修室

実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２０年１０月２５日（土） １３：３０～１５：３０ １３名 文書館職員

平成２０年１１月１日（土） １３：３０～１５：３０ １５名 文書館職員

平成２０年１１月８日（土） １３：３０～１５：３０ １３名 文書館職員

県史講座
「朝倉孝景の戦国守護化の過程について」 会場：県立図書館多目的ホール

実施年月日 時間帯 参加者 講 師

平成２１年２月７日（土） １３：３０～１５：３０ ２２０名 松原 信之氏
（福井県史研究会会長）

テ ー マ 概 要

４月 古文書に親しもう２

中学生や高校生をはじめとして、広く県民のみなさ
まに古文書に親しんでいただくため、当館が収蔵して
いる資料のうち、主に古文書講座で用いている福井県
内に伝えられてきた古文書を展示

５月 だるま屋少女歌劇
―プログラムとブロマイド―

だるま屋少女歌劇に出演していた高田富氏が収集し
たプログラムとブロマイドを展示

６月 むしばまれる資料 収蔵資料の公文書・古文書などに残る虫喰い・かび
などの様々な被害と、その対応方法、修復の一部を紹介

７月 御触から県報へ
江戸時代の「御触（おふれ）」と同様に書き写され回
覧されていた明治初期の布令から、印刷されて広く配
布される「県報」までの歩みを展示

（８～９月 企画展示）

１０月 ちょっと昔の福井県
―スポーツ編―

当館が収蔵している昭和３０年代から４０年代の福井県
広報課写真のうち、体育に関連する県民体育大会の様
子などを展示

１１月 ちょっと昔の福井県
―大野市・勝山市編―

当館が収蔵している昭和３０年代から４０年代の福井県
広報課写真のうち、大野市・勝山市の写真や当館に寄
贈寄託された「公政館日誌」（慶応４）「繭売買帳」（大正
１０）等を展示

１２月 古文書に親しもう３
―かなをたよりに読む―

当館が収蔵している資料のうち主に古文書入門講座
で用いているものを展示。古文書をこれまで一度も見
たことがない人々も対象に、和書原本やパネルを紹介

１月 文書館で初もうで
―寺社名所案内図―

江戸時代から大正期までの奈良・伊勢・本願寺・善
光寺・白山などで参拝客の「おみやげ」用に作られた
名所案内図を展示
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② ミニ展示

③ 企画展示

「授業にでてくる ふくいの史料」

（１）展示の趣旨

歴史の授業や教科書では、織田信長や豊臣秀吉、杉田玄白や由利公正がでてき

ます。しかし、学校ではそれらの人物に関係する本物の史料を見ることができま

せん。そこで、文書館では収蔵史料と借用史料により「授業にでてくるふくいの

史料」を展示しました。

（２）期 間

平成２０年７月２５日（金）～９月２３日（火・祝）

（３）展示の方法

１．パネル ２．原本展示（閲覧室展示ケース、８月２８日に展示替え）

３．カラー複製本 ４．パンフレット ５．ワークシート（小学生以上一般対象）

（４）主な展示資料

７月２５日（金）～８月２７日（水）

・『信長日記』 （年代不詳 山内秋郎家文書 当館蔵）

・「柴田勝家知行宛行状」 （１５７７年 片岡五郎兵衛家文書 当館寄託）

・『解体新書』 （１７７４年 福井県立図書館蔵）

８月２９日（金）～９月２３日（火・祝）

・由利公正筆「議事之体大意」（１８６８年 五箇条の御誓文の原案 福井県立図書館蔵）

・由利公正筆「五箇条の御誓文」（年代不詳 個人臓 福井市郷土歴史博物館寄託）

・「大日本帝国憲法」『官報』（１８８９年 長谷川保敏家文書 当館蔵）

（５）講演会

平成２０年８月３１日（日）１３：３０～１５：３０ 講師青木美智男氏（専修大学大学史

資料室主幹） 講演会「教材で使う史料・学んでほしい史料」 場所 県立図書

館多目的ホール

２月 花押は語る
―朝倉氏の織田支配―

花押研究の成果によって中世における支配者や支配
のありようが明らかになっている丹生郡織田地域の資
料を取り上げ、朝倉氏の支配の様子を紹介

３月 ちょっと昔の福井県
―�江市・越前市編―

当館が所蔵している昭和３０年代から４０年代の福井県
広報課写真のうち�江市・越前市の写真や当館に寄託
された「新規魚市場設置願」等を展示

８月２９日～
９月１５日

新出資料展示
最も古い「三くだり半」

確認された資料のなかで最も古いことがわかっ
た離縁状（玉村九兵衛家文書）を展示

１月２８日～
２月８日

ミニ資料展示
「緒形洪庵と適塾」

図書館展示・講演会（ドラマ化記念「築山桂」特集）
に関連して「扶氏経験遺訓」「病学通論」を展示
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ウ 学校教育との連携

実施年月日 場 所 内 容

平成２０年１０月２２日（水）県立武生東高校 日本史の授業に出張し、視聴覚教材を使った
明治時代中心の授業

実施年月日 対 象 人数 内 容

平成２０年１０月２４日（金）藤島中学校２年 ５名
閲覧体験、古文書保存箱組み立て、書
庫清掃、古文書目録カード作成など平成２０年１０月２９日（水）

～３０日（木）成和中学校２年 ３名

② インターンシップの受入

① 出張授業

実施年月日 内 容

平成２０年７月１１日（金）
中学生の夏休みの課題「郷土新聞」に文書館を活用してもらう
ために、中学生にも使えそうな資料や資料検索の方法を掲載し
た「文書館新聞」を県内の中学校に配付

平成２０年７月１９日（土）
～８月２８日（木） 夏休み中に来館した中学生への郷土新聞作りのアドバイス

平成２０年１２月９日（火）
～２１年１月２１日（水） 中学生郷土新聞コンクール入賞作品の展示

③ 「文書館新聞」の発行

実施年月日 対 象 参加者 内 容

平成２０年７月２９日（火）
１３：００～１６：３０ 文書館研修室 ３４名 福井市中学校教職員対象の研修講座

（古文書講座、展示解説）

④ 中学校との連携企画
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エ 刊行物

① 文書館だより

② 福井県文書館事業年報

号数 目 次 内 容 発 行 日

１２ 特集「おしえて少女歌劇」／資料紹介／ちょっと昔の福
井県／企画展示・収蔵資料展示／お知らせ 平成２０年１０月３０日

１３

特集 資料叢書紹介「誠ニ古今珍敷」／資料紹介１ ス
ペインかぜの大流行と福井県／資料紹介２ 桜井市兵衛
家文書の浄瑠璃本について／資料紹介３ れいめい福井
博開催要綱／活動報告／お知らせ

平成２１年３月２４日

号数 目 次 内 容 発 行 日

５ 文書館の概要／平成１９年度事業の概要／関係法令 平成２０年７月３１日
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４ 福井県文書館業務日誌（平成２０．４．１～平成２１．３．３１）

４．８
１６
２２
２５
２５
５．１３
２０
２３
２４
３１
６．４
９
９
１１
１２
１４
２４
２７
７．２４
２５
２９
２９
８．２８
２９
２９
３１

９．２
９
１５

２６
１０．１６
１６
２２
２３
２４
２４
２５
２９

１１．１
６
７
８
１１

県職員新規採用職員研修講師派遣（自治研修所）
県・市町職員新規採用職員研修講師派遣（自治研修所）
市町職員新規採用職員研修講師派遣（自治研修所）
収蔵資料展示「だるやま少女歌劇―プログラムとブロマイド」（～５．２１）
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会役員会出席（兵庫県）
市町職員新規採用職員研修講師派遣（自治研修所）
くん蒸庫くん蒸（～２３）
収蔵資料展示「むしばまれる資料」（～６．２５）
古文書入門講座（第１回）
古文書入門講座（第２回）
歴史的公文書搬送
古文書入門講座（第３回）
全国都道府県・政令指定都市等公文書館長会議（東京、～１０）
資料保存研修会（講師：元興寺文化財研究所金山正子氏）
子ども歴史文化館開設準備委員会参加
平成２０年度第１回記録資料アドバイザー会議
歴史的公文書搬送
収蔵資料展示「御触から県報へ」（～７．２３）
くん蒸車くん蒸（～８．１）
企画展示「授業に出てくるふくいの史料」（～９．２３）
教職員対象研修講座
北陸４県図書館長会議視察
日本最古の「三行り半」福井新聞等に記事掲載
ミニ展示「日本最古の「三行り半」」（～９．１５）
ＮＨＫ総合テレビ福井昼のニュースで「三行り半」について放映
文書館講演会「教材で使う史料 学んでほしい史料」

（講師：専修大学青木美智男氏）
福井テレビで「三行り半」について放映
全国歴史資料保存利用連絡協議会第３８回公文書研究会出席（滋賀県）
県史講座「三くだり半の世界―福井県の三くだり半事例にふれて―」

（講師：専修大学高木侃氏）
収蔵資料展示「ちょっと昔の福井県―スポーツ編―」（～１０．２３）
平成２０年度第１回文書館運営懇話会
くん蒸庫くん蒸（～２０）
出張授業（武生東高等学校）
東海北陸地区公文書等保存利用事務協議会
インターンシップ（藤島中学校）
収蔵資料展示「ちょっと昔の福井県―大野市・勝山市編」（～１１．２６）
もう一度古文書入門講座（第１回）
インターンシップ（成和中学校）（～３０）
もう一度古文書入門講座（第２回）
福岡県行政経営管理課等視察
磯部小学校見学
もう一度古文書入門講座（第３回）
東京大学希望学調査
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１２
１８
２０
２８

１２．９
２０
２５
２８
２８
２９
１．４
２４
２７
２８
２９
２９
３０
２．４
６
７

１５
２４
２７
３．６
１０
１３
２１
２７
２７
２８

全国歴史資料保存利用連絡協議会大会出席（奈良県、～１４）
くん蒸庫くん蒸（～２１）
桜井市兵衛家調査（若狭町）
収蔵資料展示「古文書に親しもう３―かなをたよりに読む―」（～１２．２７）
中学校郷土新聞コンクール入賞作品展示（～１．２１）
平成２０年度第２回記録資料アドバイザー会議
くん蒸庫くん蒸（～２８）
収蔵資料展示「文書館で初もうで―寺社名所案内図―」（～１．２８）
福井放送テレビで収蔵資料展示「文書館で初もうで」放映
福井新聞に収蔵資料展示「文書館で初もうで」の記事掲載
ＮＨＫ総合テレビ福井で「文書館で初もうで」が放映
東京大学史料編纂所山内秋郎家文書調査
公文書館実務担当者研究会儀出席（～２９）
ミニ展示「緒形洪庵と適塾」（～２．８）
秋田市文書法制課視察
収蔵資料展示「花押は語る―朝倉氏の織田支配―」（～２．２５）
福井新聞に収蔵資料展示「花押は語る」の記事掲載
文書館資料調査員による飯田家調査（～６）
放送大学天川晃氏視察
県史講座「朝倉孝景の戦国守護化の過程について」

（講師：福井県史研究会長松原信之氏）
ＮＨＫ総合テレビ福井で収蔵資料展示「花押は語る」が放映
文書館資料調査員による飯田家調査（～２６）
収蔵資料展示「ちょっと昔の福井県―�江市、越前市編―」（～３．２５）
平成２０年度第２回文書館運営懇話会
東京大学希望学調査
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第１００回例会参加
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第８８回近世古文書研究会参加
福井県地域リポジトリ発足式＆連絡会議出席
収蔵資料展示「誠ニ古今珍敷―小浜町人がみた幕末ふくい―」（～４．２２）
ＮＨＫ総合テレビ福井で収蔵資料展示「誠ニ古今珍敷」が放映
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Ⅲ 関 係 法 令

１ 公文書館法
（昭和６２年法律第１１５号）

（平成１１年法律第１６１号一部改正）

（目的）

第１条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にか

んがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その

他の記録（現用のものを除く。）をいう。

（責務）

第３条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、

適切な措置を講ずる責務を有する。

（公文書館）

第４条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として

重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。）を保存し、閲覧に供するととも

に、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。

２ 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門

職員その他必要な職員を置くものとする。

第５条 公文書館は、国立公文書館法（平成１１年法律第７９号）の定めるもののほか、国又

は地方公共団体が設置する。

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条

例で定めなければならない。

（資金の融通等）

第６条 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあっせんに

努めるものとする。

（技術上の指導等）

第７条 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関

し、技術上の指導又は助言を行うことができる。
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附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

（専門職員についての特例）

２ 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第４条第２項の専門職員を置かな

いことができる。

（総理府設置法の一部改正）

３ 総理府設置法（昭和２４年法律第１２７号）の一部を次のように改正する。

第４条第７号の次に次の一号を加える。

７の２ 公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）の施行に関すること。

附則 （平成１１年１２月２２日法律第１６１号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年１月６日から起算して６月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。
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２ 福井県文書館の設置および管理に関する条例

（平成１４年福井県条例第５号）

（設置）

第１条 県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録（以下「文書

等」という。）を収集し、および保存し、ならびに県民の利用に供するとともに、これ

に関連する調査、研究等を行い、もって学術の振興および文化の向上に寄与するため、

福井県文書館（以下「文書館」という。）を設置する。

（位置）

第２条 文書館は、福井市に置く。

（業務）

第３条 文書館は、次に掲げる業務を行う。

一 文書等の収集、整理および保存

二 文書等の閲覧の実施

三 文書等に関する調査および研究

四 文書等に関する知識の普及および啓発

五 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的にふさわしい業務

（職員）

第４条 文書館に、館長その他必要な職員を置く。

（使用の承認）

第５条 別表第一に掲げる施設または設備（以下「施設等」という。）を使用しようとする

者は、知事の承認を受けなければならない。

（使用料）

第６条 別表第一に掲げる施設等を使用する者は、同表に掲げる額の使用料を納付しなけ

ればならない。

（手数料）

第７条 文書館が閲覧に供する文書等の写しの交付を依頼しようとする者は、別表第二の

上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければな

らない。

（使用料等の不還付）

第８条 既に納付した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。

（使用料等の免除）

第９条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部
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を免除することができる。

（入館の拒否）

第１０条 知事は、文書館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、

入館を拒否することができる。

一 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがあ

るとき。

二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障があると認められるとき。

（行為の制限）

第１１条 文書館において文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類す

る行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項

を変更しようとするときも、同様とする。

（禁止行為）

第１２条 文書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させること。

二 秩序または風俗を乱す行為をすること。

三 別表第一に掲げる施設等を使用する者が、第５条の承認を受けた目的以外の目的

のために当該施設を利用すること。

（監督処分）

第１３条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第５条の承認もしくは第１１

条の許可（当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。）の取

消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その

他必要な措置を命ずることができる。

一 この条例の規定に違反している者

二 第５条の承認または第１１条の許可に付した条件に違反している者

三 偽りその他不正な手段により第５条の承認または第１１条の許可を受けた者

（規則への委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。
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別表第一（第６条関係）

一 施 設

二 設 備

別表第二（第７条関係）

区 分
金 額

９時から１２時まで １２時から１７時まで ９時から１７時まで

研 修 室 ２，５００円 ４，１００円 ６，６００円

区 分 単位 算 定 基 礎 金 額

マ イ ク ロ ホ ン １本
１回５時間以内 １２０円

１時間増すごとに ２４円

ワイヤレスマイクロホン １本
１回５時間以内 ２２０円

１時間増すごとに ４４円

区 分 金 額

複写機（カラー複写機を除く。）により作成した写しの交付 １枚につき １０円

カラー複写機により作成した写しの交付 １枚につき ８０円

マイクロリーダープリンターにより作成した写しの交付 １枚につき １０円

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。

備考 複写機により作成した文書、図面等の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を
１枚として額を算定する。
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３ 福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

（平成１５年福井県規則第３号）

（平成１５年福井県規則第８２号－一部改正）

（趣旨）

第１条 この規則は、福井県文書館の設置および管理に関する条例（平成１４年福井県条例

第５号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（開館時間）

第２条 福井県文書館（以下「文書館」という。）の開館時間は、午前９時から午後５時

までとする。

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

（休館日）

第３条 文書館の休館日は、次に掲げる日とする。

一 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日

（以下「休日」という。）に該当する場合を除く。）

二 休日の翌日（土曜日、日曜日、休日または第５号に掲げる日に該当する場合を除く。）

三 １２月２８日から翌年の１月４日までの日（前２号に掲げる日を除く。）

四 文書等点検期間として１年につき１０日以内で知事が指定する日

五 清掃整理日として毎月（１２月を除く。）の第４木曜日（休日に該当する場合にあっ

ては、その翌日）

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

（文書等の利用）

第４条 条例第１条に規定する文書等（以下「文書等」という。）は、一般の利用に供す

るものとする。ただし、知事は、次に掲げる文書等について、その全部または一部を一

般の利用に供しないものとすることができる。

一 整理、補修または目録の作成が終了していない文書等

二 劣化等保存上の理由から利用に供することが不適当な文書等

三 寄贈または寄託を受けた文書等で、その利用に関して寄贈者または寄託者が一定の

期間利用に供しない旨の条件を付しているもの

四 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）が記録され

ている文書等で、特定の個人が識別され、もしくは識別され得るものまたは特定の個

人を識別することはできないが、利用に供することにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの
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五 法人その他の団体（国および地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」

という。）に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されて

いる文書等で、利用に供することにより、当該法人等または当該個人の正当な利益を

害するおそれがあるもの

六 利用に供することにより、公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすと認めら

れる文書等

七 利用に供することにより、国または地方公共団体の運営に著しい支障を及ぼすと認

められる文書等

（施設等の使用の承認）

第５条 条例第５条の規定により文書館の施設または設備（以下「施設等」という。）の使

用の承認を受けようとする者（次項において「申請者」という。）は、福井県文書館使

用承認申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の承認をしたときは、申請者に対して、福井県文書館使用承認書（様式

第２号）を交付するものとする

（使用者の遵守事項）

第６条 施設等の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項

を守らなければならない。

一 使用の承認に係る使用の目的以外に施設等を使用しないこと。

二 使用の承認を受けた施設等を転貸し、または当該使用の承認に基づく権利を譲渡し

ないこと。

三 前２号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障がある行為をしないこと。

２ 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなけ

ればならない。

（使用料等の還付）

第７条 条例第８条ただし書の規定により使用料または手数料（以下「使用料等」という。）

を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。

二 前号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。

２ 使用料等の還付を受けようとする者は、福井県文書館使用料等還付申請書（様式第３

号）を知事に提出しなければならない。

（使用料等の免除）

第８条 条例第９条の規定により使用料等を免除することができる場合およびその場合に

おいて免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

一 県が条例第１条に規定する文書館の設置の目的（以下「設置目的」という。）に添
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った事業を主催する場合 使用料に相当する額

二 県が設置目的に添った事業を共催する場合 使用料の２分の１に相当する額

三 国、市町または歴史に関する研究を主たる目的とする団体であって知事が認めるも

のが設置目的に添って使用する場合 使用料の２分の１に相当する額

四 その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額

２ 使用料等の免除を受けようとする者は、福井県文書館使用料等免除申請書（様式第４

号）を知事に提出しなければならない。

（制限行為の許可の申請）

第９条 条例第１１条の許可を受けようとする者は、福井県文書館内制限行為許可（許可事

項変更許可）申請書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。

（施設等または文書等の損傷または滅失等の届出）

第１０条 使用者は、文書館の施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させたと

きは、遅滞なく、その旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

（その他）

第１１条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理および運営に関し必要な事項は、知

事が別に定める。

附 則

この規則は、平成１５年２月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成１６年１月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１８年３月３日から施行する。
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４ 福井県文書館における文書等の収集および保存に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例（平成１４年福井県条例

第５号）および福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則（平成１５年福井県

規則第３号）の規程に基づき、福井県文書館（以下「文書館」という。）における県に

関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録（以下「文書等」という。）

の収集および保存に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

� 文書規程等 県の機関（知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、

監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、

地方公営企業の管理者および警察本部長をいう。以下同じ。）が当該機関の文書を管

理するために定める規程等をいう。

� 公文書 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）であって、県の機関が廃棄決定をしたもののうち、文書館に引き渡

されたものをいう。

� 古文書その他の記録 文書等のうち公文書以外の記録をいう。

（公文書の選別および収集）

第３条 文書館長（以下「館長」という。）は、公文書を収集するに当たっては、あらか

じめ、文書規程等に定める保存文書または管理確認電磁的記録等（以下「保存文書等」

という。）であって保存年限が到来するもののうち歴史的価値が生ずると認められるも

のを選別し、その選別結果を情報公開・法制課長、出先機関の長その他当該保存文書等

の廃棄決定の権限を有する者に通知するものとする。

２ 館長は、別表第１に定める公文書選別収集基準により、公文書を選別し、および収集

するものとする。

（古文書その他の記録の選別および収集）

第４条 館長は、別表第２に定める古文書その他の記録選別収集基準により、古文書その

他の記録を選別し、および収集するものとする。

２ 館長は、古文書その他の記録を収集するに当たっては、原則として、マイクロフィル

ム撮影等の方法による複製資料を収集するものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、散逸または消滅のおそれがあるものは、寄贈、寄託その他
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の方法により原本を収集することができる。

（文書等の保存、整理等）

第５条 館長は、収集した文書等について、次に掲げる事項に留意し、書庫で適切に保存

するものとする。

� 館長が特に必要と認める場合を除き、文書館の職員以外の者を書庫に立ち入らせな

いこと。

� 常に書庫内の通気および防湿に注意し、文書等の損傷の防止に努めること。

� 書庫内において、喫煙、火気の使用その他文書等に有害な行為をさせないこと。

２ 館長は、収集した文書等について、文書等の管理および利用の便宜を図るための目録

を作成するものとする。

３ 館長は、収集した文書等のうち紙質等の劣化、利用頻度の高さその他の理由により原

本を利用させることが適当でないものについては、マイクロフィルム撮影等により複製

資料を作成するものとする。

４ 館長は、収集した文書等に個人情報が含まれているときは、福井県個人情報保護条例

（平成１４年福井県条例第６号）の趣旨を尊重し、当該個人情報が適正に保護されるよう

その取り扱いに注意するものとする。

（不要文書の廃棄）

第６条 館長は、収集した文書等のうち、保存する必要がないと判断したものについて、

館長が命ずる職員を立ち会わせて焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができる

と認められる方法により廃棄するものとする。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、文書等の収集および保存に関し必要な事項は、館

長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１５年２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

公文書選別収集基準
収集する公文書は、次に掲げる保存文書等のうち歴史的資料として価値が生ずると認め

られるものとする。

１ 条例、規則、訓令、通達その他の例規に関する文書

２ 県議会の審議経過および結果に関する文書

３ 県政の総合的な計画および施策ならびに重要な事業の計画および実施に関する文書

４ 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

５ 委員会、審議会その他重要な会議の審議経過および結果に関する文書

６ 請願、陳情、要望等に関する文書

７ 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関する文書

８ 組織、人事、表彰等に関する文書

９ 予算、補助金、県有財産、契約その他の財務に関する文書

１０ 市町村の行財政ならびに廃置分合および行政区画に関する文書

１１ 選挙に関する文書

１２ 統計、調査、研究等に関する文書のうち重要な事項に係るもの

１３ 主要な儀式、行事、事件、災害等に関する文書

１４ 史跡、文化財その他の文化的遺産に関する文書

１５ その他館長が歴史的資料として重要と認める文書

別表第２（第４条関係）

古文書その他の記録選別収集基準
第１ 収集する古文書は、次に掲げる文書のうち県の歴史を解明する上で重要なものとす

る。

１ 古代および中世の文書

２ 近世に関する武家および寺社に関する文書

３ 近世に関する村および町ならびに家に関する文書で次に掲げるもの

� 土地、貢租、水利、普請、交通等に関するもの

� 産業、教育、文化、信仰等に関するもの

４ 近代以降の文書で政治、社会、教育、産業等に関するもの

第２ 収集する古文書以外の記録（行政刊行物、図書その他の資料をいう。）は、次に掲げ

る記録のうち県の歴史を解明する上で重要なものとする。

� 国、地方公共団体等が作成した福井県の行政に関するもの

� 福井県域の歴史、地誌、社会、経済、文化等に関するもの

� 統計、資料集等で文書等の内容を理解する上で参考となるもの
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５ 福井県文書館文書等利用要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例（平成１４年福井県条例

第５号。以下「条例」という。）および福井県文書館の設置および管理に関する条例施行

規則（平成１５年福井県規則第３号。以下「規則」という。）の規程に基づき、福井県文書

館（以下「文書館」という。）が保存する県に関する歴史的な資料として重要な公文書、

古文書その他の記録（以下「文書等」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

� 公文書 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）であって、県の機関が廃棄決定をしたもののうち、文書館に引き渡さ

れたものをいう。

� 古文書その他の記録 文書等のうち公文書以外の記録をいう。

（目録の備付け）

第３条 文書館長（以下「館長」という。）は、文書等を検索するための目録を文書館閲覧

室（以下「閲覧室」という。）その他必要な場所に常時備えるものとする。

２ 前項の目録は、公文書については簿冊目録および件名目録、古文書その他の記録につ

いては所蔵者情報目録および資料目録とする。

（利用カード）

第４条 文書等を利用しようとする者は、必要事項を記入した利用カード申込書（様式第

１号）を閲覧室内の受付（以下「閲覧受付」という。）に提出し、福井県文書館利用カー

ド（様式第２号。以下「利用カード」という。）の交付を受けなければならない。

２ 利用カードの有効期限は、館長が定める。

３ 利用カードを紛失した場合または利用カード申込書の記載事項に変更が生じた場合は、

速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。

（文書等の閲覧の申込み）

第５条 文書等の閲覧の申込みは、必要事項を記入した閲覧・複写申込書（様式第３号）

に利用カードを添えて閲覧受付に提出してするものとする。

２ 文書等の閲覧は、申込み１回につき１０冊以内とする。

（文書等の閲覧）

第６条 文書等の閲覧は、原則として、公文書にあっては原本により、古文書その他の記

－３２－



録にあっては複製資料によりするものとする。

２ 公文書のうち劣化等保存上の理由から原本を閲覧に供することが適当でないと館長が

認めるものについては、前項の規定にかかわらず、複製資料により閲覧に供することが

できる。

３ 公文書の閲覧の期日は、原則として閲覧・複写申込書の提出があった日から起算して

１５日以内に定めるものとする。ただし、閲覧しようとする公文書が大量である場合、業

務が集中した場合等は、別途閲覧の期日を定めることができる。

４ 前項において閲覧期日を定めた場合は、閲覧申込をした者に電話等によりあらかじめ

知らせるものとする。

（文書等の閲覧の場所）

第７条 文書等の閲覧は、閲覧室内において行わなければならない。

２ 閲覧室内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

� 筆記用具以外の携帯品は、原則として、持ちこまないこと。

� 文書等を汚損または破損するような行為をしないこと。

� 喫煙および飲食をしないこと。

� その他文書館長が必要と認めること。

（文書等の返納）

第８条 文書等の閲覧を終えた者は、速やかに、閲覧受付に文書等を返納し、職員の確認

を受けなければならない。

（文書等の貸出し）

第９条 文書等の貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が公益上特に必要と認め

たときは、この限りでない。

（文書等の写しの依頼）

第１０条 文書等の写しの依頼は、必要事項を記入した閲覧・複写申込書を閲覧受付に提出

してするものとする。

２ 文書等の写しに係る手数料は、閲覧受付において納付するものとする。

（文書等の掲載、放映等）

第１１条 文書等の全部または一部の出版物、番組等への掲載、放映等を行おうとする者は、

文書等掲載・放映等申込書（様式第４号）を館長に提出するものとする。

（利用相談）

第１２条 文書館は、利用者に対して次に掲げる相談を行う。

� 文書等の検索に関する相談

� 文書等の内容に関する相談

２ 前項の規定にかかわらず、文書館は、次に掲げる場合には相談を行わないことができ

る。
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� 文書等の鑑定、文書等の解読または翻訳、法律相談、学習課題の回答その他文書館

の業務として対応することが適当でないと認められる場合

� 回答に著しく費用または時間を要することが明らかである場合その他文書館の業務

の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

（展示）

第１３条 文書館は、閲覧室内の展示コーナーその他適切な展示設備において文書等の展示

を行うものとする。

（委任）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、文書等の利用に関し必要な事項は、館長が別に定

める。

附 則

この要綱は、平成１５年２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年１２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。
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利 用 案 内

１ 開館時間

午前９時から午後５時まで

２ 休館日

・月曜日（休日は除く）

・国民の祝日の翌日（土、日、休日は除く）

・文書等点検期間（年間１０日以内）

・年末年始（１２月２８日～１月４日）

・清掃整理日（１２月以外の第４木曜日、休日の場合は翌日）

３ 交通の案内（フレンドリーバス）

運行日 毎週月曜日（休日は除く）、年末年始（１２月２８日～１月４日）を除く毎日

のりば 市内バス５番のりば（南ルートと北ルートの２路線があります。）

経 路 ＜南ルート＞

福井駅前～アオッサ前～旭公民館前～木田公民館前～はなんどう駅東

～羽水高校口～福井市美術館～県立図書館（県文書館）

（アオッサ前―羽水高校口間は乗車のみです。）

＜北ルート＞

福井駅前～アオッサ前～旭公民館前～日の出公民館前～さくらこども

図書室～高志高校グラウンド～生活学習館～県立図書館（県文書館）

（アオッサ前―高志高校グラウンド間は乗車のみです。）

運行時間 ＜南ルート＞ 福井駅前５番のりば 毎時３０分発（１時間間隔）

平 日 ８：３０～１８：３０

土日祝 ８：３０～１７：３０

＜北ルート＞ 福井駅前５番のりば 毎時００分発（１時間間隔）

平 日 ９：００～１８：００

土日祝 ９：００～１７：００

料 金 無料

－３５－
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